
 

 

 

伊万里市漁港管理条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

令和６年３月２５日 

 

                   伊万里市長 深 浦 弘 信 



 

伊万里市条例第９号 

伊万里市漁港管理条例の一部を改正する条例 

 

伊万里市漁港管理条例（昭和３６年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「漁港漁場整備法」を「漁港及び漁場の整備等に関する法律」に改める。 

第１６条中「ことがある」を「ことができる」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第１６条の改正規定は、

公布の日から施行する。 


